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●品川発の先端技術・優れた製品を展示、出展企業によるプレゼンテーション
　（メードイン品川認定製品、新製品・新技術開発促進事業助成対象製品・技術等）
●区長によるメードイン品川認定製品・技術のPRプレゼンテーション
●ビジネス創造コンテスト最終選考者プレゼンテーションおよび表彰式

【日　　時】 平成28年2月4日（木）　午前10時～午後6時30分
【会　　場】 大崎ブライトコアホール
　　　　　（品川区北品川5－5－15　大崎ブライトコア3階）

【特別講演】 午後4時30分～5時30分（予約制）
　　「IT×RT、情報技術とロボット技術の融合で少子高齢社会に挑む！」
　　　　　　　　　　東京大学IRT研究機構プロジェクトマネージャー　石川　勝氏

品川区商店街連合会　　　℡5498-5931
商業・ものづくり課商店街支援係
   ℡5498-6332

問い合わせ

商店街調査隊の が決定しました！おススメ商品・サービスおススメ商品・サービスおススメ商品・サービス
商店街の新たな魅力を消費者の視点で探すために結成された「商店街調査隊」が、物品販売業を対象に調査・
発掘を行いました。その結果、73品目を商店街調査隊の“おススメ商品・サービス”として決定しました。
ぜひ各商店に足を運び、商店街調査隊一押しの商品・サービスの魅力にふれてみてください。

＊“おススメ商品・サービス”を掲載したカタログ「たのしな」は、商店街連合会・
商店街事務所などで配付しています。
＊商店街調査隊とは・・・公募などで選ばれた子育て中の母親や学生、高齢者
の方などで構成された区民の皆さんをはじめとするグループです。

問い合わせ・申込み 商業・ものづくり課 企業支援係  TEL 5498-6333 ※詳細はお電話でお問い合わせいただくか、ものづくり支援サイト
　（http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp）をご覧ください。     

品川区ものづくり

マイナンバー制度の実務が始まりました！マイナンバー制度の実務が始まりました！マイナンバー制度の実務が始まりました！

平成28年1月から（順次）
1

2

・マイナンバーの収集は、利用目的の明示が必要です。
・管理担当者・責任者のみが取扱ってください。（担当者以外は取扱わない）
・関係書類は鍵の掛かる保管庫で保管してください。
・給与事務等を委託する場合、委託先が適正な安全管理措置を講じられる
よう適切な監督を行う必要があります。

「通知カード」、「個人カード」に関することやその他マイナンバー制度に関すること
　マイナンバー総合フリーダイヤル　TEL.0120-95-0178

マイナンバー公式サイト区内の制度推進に関すること
　情報推進課番号制度担当　TEL.5742-6619

ご注意ください！

社会保障の申請や、税の申告書などにマイナンバーおよび
法人番号を記入します。

マイナンバー収集の際は、個人番号カード、または運転免許証やパスポート
などと通知カードで「本人確認」と「番号確認」をします。

～女性のためのテストマーケティングイベント～

　手作り商品・サービスをテーマとする女性起業家のタ
マゴたちが、お客様の声を今後に活かすために実施する
テストマーケティングイベントです。
　来場は自由です。
お気軽にお越しい
ただき、皆様の貴重
なご意見をお聞か
せください。

武蔵小山創業支援センター　電話５７４９－４５４０（直）

紙版画雑貨、ファブリック商品の販売、ハーブボール
づくりワーク、かっさ体験会、収納のワンポイント相
談　など
1/30（土）　午後1時～5時30分（入場は4時30分まで）
1/31（日）　午前10時～午後4時（入場は3時まで）
スクエア荏原イベントホール（荏原4-5-28）

出店内容

日　　時

会　　場

Vol.7開催！！

問い合わせ

問い合わせ

■従業員に関するもの
税務：源泉徴収票等の法定調書
※税の申告は平成28年1月から（年末調整は平成29年1月に提出する源泉徴収票から）
社会保険：健康保険組合や年金事務所・ハローワーク等への提出書類
※雇用保険は平成28年1月から、健康保険・厚生年金保険は平成29年1月から

■取引先に関するもの
　支払調書（報酬、料金、契約金、
　賞金および不動産使用料等）

■株主・出資者等に関するもの
支払調書（配当、剰余金の分配及び基金利息）
※氏名・住所を告知（みなし告知）している既存の株主・
　出資者が対象
※平成28年1月から3年間の経過措置あり

ま
た
は

個人番号カード 運転免許証orパスポートなど 通知カードor
住民票（マイナンバー付き）など

2016年（平成28年）1月号（１）会社経営に役立つ情報を多数載せています。事業主様もぜひご覧ください。
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